
 

名古屋市消防団条例の一部を改正する条例をここに公布する。 
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   名古屋市消防団条例の一部を改正する条例 

 

 名古屋市消防団条例（昭和38年名古屋市条例第64号）の一部を次のように改 

正する。 

 別表  1基本消防団の表中 

「     

 
名古屋市大和 
 
消防団 

 
名古屋市立大和小学校の通学区域一円 
 

25人 を 

    」 

「     
 名古屋市大和 

 
消防団 

名古屋市立みやこ小学校に統合される直前 
 
の名古屋市立大和小学校の通学区域一円 

25人 に、 

    」 
 

 

名古屋市条例第61号



「     

 名古屋市内山 
 
消防団 

 
名古屋市立内山小学校の通学区域一円 
 

 
25人 

 
  

 
名古屋市千種 
 
消防団 

 
名古屋市立千種小学校の通学区域一円 
 

 
25人 

 
を 

 
名古屋市千石 
 
消防団 

 
名古屋市立千石小学校の通学区域一円 
 

 
25人 

 
  

    」 

「     

 名古屋市内山 
 
消防団 

名古屋市立みやこ小学校に統合される直前 
 
の名古屋市立内山小学校の通学区域一円 

25人  

 
名古屋市千種 
 
消防団 

名古屋市立みやこ小学校の通学区域が設定 
される直前の名古屋市立千種小学校の通学 
区域一円 

25人 に 

 名古屋市千石 
 
消防団 

名古屋市立みやこ小学校の通学区域が設定 
される直前の名古屋市立千石小学校の通学 
区域一円 

 
25人 

 
 

    」 

改める。 

 別表  2機能別消防団の表中 

「     

 名古屋市大学生消防団 市内一円 200人 を 

    」 

「     

 名古屋市大学生消防団 市内一円 225人 に 

    」 

改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和 8年 4月 1日から施行する。 


